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1 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

姫路港～坊勢島航路は、家島諸島に位置する坊勢島（令和２年９月末現在住民基本台帳人口

2,124人）と男鹿島を結ぶ離島航路である。 

本航路は、これまで坊勢汽船㈱及び輝観光の２社が定期航路事業として運航を続け、各社とも

に同社の他事業分野により内部補填することで、定期航路事業を維持し運航を継続してきた。 

平成28年度以降、国土交通省及び姫路市とともに利便性向上に向けたアンケート調査や事業

スキーム検討、事業統合協議を重ね、令和２年４月に坊勢汽船株式会社と輝観光の２社から定期

航路事業を切り離し坊勢輝汽船株式会社が設立され、新会社による航路運営を開始している。 

図表1 姫路港～坊勢島航路概要 

坊勢島人口 2,124 人（令和２年 9 月末現在住民基本台帳人口） 

航路 姫路港～坊勢島 

定期航路概要 

① 航路区間  ：姫路港～男鹿島～坊勢島（奈座港） 

② 運航事業者 ：坊勢輝汽船株式会社（令和２年４月～） 

＊令和２年（2020 年）１月：新会社設立（事業統合） 

＊令和２年（2020 年）４月：新会社による運航を開始 

③ 運航便数  ：12 往復（計 24 便）／日 

④ 運航船舶  ：３隻（中型船１隻・小型船２隻） 

⑤ 所要時間  ：32 分 

⑥ 運航距離  ：22.1km 

⑦ 年間旅客者数：234,033 人（令和元年度実績） 

図表2 姫路港～坊勢島航路図 
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令和２年１０月に実施した利用者アンケート調査から、当該航路の利用者は、坊勢島住民が約

６割を占めている状況である。 

坊勢島には、幼稚園、小・中学校、診療所、個人店舗はあるものの、高等学校や高度医療機関、

商業施設が立地しておらず、島民は通学や通院・通所、買物等の生活需要において本航路を利用

しており、坊勢島と姫路港を結ぶ唯一の公共交通手段であることから、本航路は島民にとってな

くてはならない生活の足となっている状況にある。 

また、同航路上の寄港地である男鹿島においても、公共施設、医療機関、買い物施設等がまっ

たく立地していないため、日常生活を送るためには、同航路を利用し、旧姫路市側まで移動する

必要があり、男鹿島の島民にとっても坊勢島と同様に本航路が必要不可欠な生活な足となってい

る状況にある。 

そのため、当該航路を確保・維持することは坊勢島・男鹿島両島民の生活を守ることに直結し、

生活交通手段として必要不可欠である。 

一方、本航路は、２社による長期の検討協議のうえ、令和２年４月１日に事業統合（１社化）

を行うととともに、ダイヤの再編や手荷物運賃の対象拡大（有料化）等を進めるとともに、事業

支出の大幅な削減を図ってきた。 

しかしながら、本航路の利用者は坊勢島住民がその多くを占め、島民人口が減少傾向である状

況化では、航路事業者独自の収入拡大と経営改善のみでは航路の確保・維持に限界が生じている。 

このような航路特性及び事業背景を踏まえ、坊勢島・男鹿島住民を中心とした利用者の日常生

活において必要不可欠な姫路港～坊勢島航路を維持していくため、必要な施策を展開することを

念頭に、生活交通確保維持改善計画を策定するものである。 
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2 地域公共交通確保維持に係る定量的な目標・効果 

姫路港～坊勢島航路を将来にわたって確保・維持していくためには、今後も経営改善に向けた

支出抑制等を積極的に図っていく必要があるが、航路における収益を確保していくことが最も重

要な視点であると考えられる。 

航路における収益を確保していくためには、利用者数を維持することが重要であることから、

地域公共交通確保維持事業における定量的な目標について、「現状の利用者数を維持」すること

を基本的な考え方とする。 

ただし、当該航路の利用者については坊勢島住民が約６割を占めており、姫路市全体では比較

的緩やかではあるものの、坊勢島住民についても、今後、少子高齢化と人口減少が進むことが予

測されている。 

そのため、将来の人口推計を加味し、今後３年間の航路利用者数を次のとおり目標値として設

定する。 

具体的な推計方法としては、定期券利用者、回数券・一般券利用者のうち生活交通利用者を令

和２年10月に実施した利用者アンケート調査に基づいて、年齢別・地域（坊勢島・姫路市）別に

分解し、坊勢島と姫路市の人口推計に基づき、利用者の推計を行った。 

なお、利用者数について、令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けているこ

とから、６月～12月は実績値を採用し、１月～５月は平成31年１月～令和元年（同年）５月の利

用実績割合より推計を行っている。 

図表3 生活交通利用者の推計方法 
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図表4 姫路港～坊勢島航路目標値（生活交通利用者数） 

指標 
目標値（単位：万人） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

姫路港～坊勢島航路における 

生活交通利用者数 
19.8 19.4 18.9 

 

今後、経営改善を実現していくためには坊勢島住民を中心とした生活交通利用者数に加え、観

光利用者数（余暇需要）も増加させていくことが重要となる。 

坊勢島や男鹿島は、海水浴客や釣り客などの利用者が多いが、家島本島と比較して観光利用者

誘致等は進んでいない状況にある。 

今後、人口減少等に伴い生活需要は減少傾向が続くことが見込まれ、輸送量の確保・維持と航

路の確保・維持に向けて、家島本島や姫路市中心部との周遊企画のほか、漁港や鮮度の高い魚介

類を活用した坊勢島独自の企画等を検討することで、余暇需要の拡大を図ることとする。 

また、事業全体の支出削減と旅客運賃以外の収益確保策も講じていく必要がある。 

そのため、クラウドファンディングや釣り大会・花火大会等の集客イベントを坊勢島・男鹿島

内で企画・開催するなど収入拡大・確保策についても国・県・市や各種団体と連携のうえ検討を

進めていくこととする。 
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3 生活交通確保維持改善事業 

（1） 運航を確保・維持する運航予定者及び航路概要 

運航予定者及び航路概要は次のとおりである。 

 

運航予定者：坊勢輝汽船株式会社 

航路概要 ：以下の計画書を参照 

      運航計画書 （様式２－２・９頁参照） 

      航路整備計画（様式２－３・11頁参照） 

（2） 費用総額及び負担者 

令和３年度の事業収支及び負担者は次のとおりである。 

 

令和３年度 収入見込額    209,307千円 

      費用見込額    238,422千円 

      収支差見込額  ▲29,116千円 

      運賃割引額   － 

      負担者     国・兵庫県・姫路市・坊勢輝汽船株式会社 

      詳細は航路損益見込み計算書（様式２－４・12頁参照） 

（3） 改善に関する事項 

詳細は離島航路３か年計画（様式２－５・13頁参照）のとおりである。 

（4） 協議会の開催状況及び主な議論 

計画策定にあたって検討を重ねてきた協議会の開催状況等は次のとおりである。 

 

協議会名称：姫路市地域公共交通会議離島航路分科会 

開催状況 ：図表５のとおり 
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図表5 協議会開催状況及び主な意見 

回数 開催日 主な議題・主な意見 

第１回 令和２年７月28日 

【主な議題】令和２年度事業計画・予算・調査事業について 

【主な意見】 

・離島航路分科会事業計画及び予算について承認を得た。 

・調査事業を発注、実施のうえ、生活交通確保維持改善計画

を令和３年４月～６月に国に提出する旨、承認を得た。 

・調査事業の発注仕様書の業務内容をより具体的に明記する

方が、請負事業者も理解しやすい。 

・本航路は島民の生命線であるため、守ってほしい。 

第２回 令和２年12月１日 

【主な議題】航路改善計画策定に係る中間報告及び進捗確認 

【主な意見】 

・アンケート調査結果の傾向や自由回答については、航路実

態との乖離は無いように思われる。 

・航路維持改善計画策定の目的をより明確に明記した方が理

解しやすくなる。 

・中型船の就航状況についての確認 

【今後の進め方】 

・経営分析など必要な検討を行い、１月下旬から２月上旬

に航路改善計画（案）及び生活交通確保維持改善計画

（案）並びに坊勢島～家島航路の運航計画承認の各事業

をまとめられるよう作業を進めていく。 

第３回 令和３年２月４日 

【主な議題】 

・航路改善計画（案）及び生活交通確保維持改善計画（案）

について 

・坊勢島～家島航路の運航計画の承認について 

【意見】 
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（5） 利用者等の意見の反映状況 

姫路港～坊勢島航路利用者の皆様に日々の利用実態と航路に対するご意見をお伺いし、将

来に向けた航路のあり方や活性化、更なる満足度の向上に向けた取組みに活用することを目

的としてアンケート調査を実施した。 

図表6 利用者アンケート調査実施概要 

◼ 実施目的： 

姫路港～坊勢島航路利用者の皆様に日々の利用実態と航路に対するご意見をお伺いし、

将来に向けた航路のあり方や活性化、更なる満足度の向上に向けた取組みに活用すること

を目的としてアンケート調査を実施した。 

◼ 実施日時： 

令和２年 10 月 10 日（土）姫路発・坊勢発①便～10 月 13 日（火）姫路発・坊勢発⑫便

の連続４日間・計 96 便（全便）を対象とした。 

◼ 実施方法：（原則１人１回の回答） 

姫路港及び奈座港（坊勢島）にて、利用者に対して調査票を配付・回収した（男鹿島寄

港便は調査員が乗船し、配付・回収）。 

◼ 回収枚数・有効回答数： 

回収枚数は合計 781 枚（回収率 98.2％）である。 

白紙回答を除く有効回答数（集計・分析対象）は 771 枚であった。 

◼ 調査項目：  

利用者属性（性別・居住地・年齢）及び利用状況（頻度・目的地・利用時間帯等）、利用

者満足度、航路への意見・要望等 

 

また、協議会には市民及び利用者の代表として、坊勢島及び家島の区長のほか、地元商工

会等にもご参画いただいている。 
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（6） 協議会メンバー構成 

協議会メンバー構成は次のとおりである。 

図表7 姫路市地域公共交通会議離島航路分科会委員名簿 

（令和２年７月１日現在・委員14名） 

 組織 所属 氏名 

１ 姫路市 姫路市都市局交通計画室長 
稙田 敏勝 

（会長） 

２ 学識経験者 国立大学法人 神戸大学名誉教授 喜多 秀行 

３ 国土交通省 神戸運輸監理部海事振興部旅客課長 中村 厚志 

４ 国土交通省 神戸運輸監理部総務企画部企画課長 土谷 穣 

５ 国土交通省 神戸運輸監理部姫路海事事務所長 内山 雅史 

６ 兵庫県 兵庫県企画県民部地域創生局参事 富田 慶一 

７ 市民又は利用者代表 家島町坊勢区長 池田 一憲 

８ 市民又は利用者代表 家島町真浦区長 畑野 長利 

９ 市民又は利用者代表 家島町宮区長 福田 弁一郎 

10 市民又は利用者代表 坊勢婦人会長 敷谷 るみ 

11 商工会 姫路市商工会家島支所長 大原 尚 

12 航路事業者 坊勢輝汽船株式会社総務部長 小林 正和 

13 航路事業者 坊勢渡船有限会社 池田 田鶴 

14 姫路市 姫路市家島事務所長 岸本 成喜 

 

（事務局）姫路市都市局交通計画室
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様式第２－２（日本工業規格Ａ列４番） 

 

運 航 計 画 書 

 

令和３年●月●日 

 

 

航 路 名 姫路港～坊勢島航路   事業者名 坊勢輝汽船株式会社 

 

１．航路の起点、寄港地、終点及びこれらの距離
 

 起 点  寄    港    地  終 点  合  計  

港  名  
ヒメジ タンガ 

      
ナザ 

 
姫路  男鹿  奈座  

各港間距離  

(km)
 15.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.6 22.1 

所 要 時 間 25       10 35 

（注） 港名にはフリガナをつけること。 

 

２．航  路  図 

 
（注）１．当該航路の起点、寄港地及び終点に寄港する他の航路（他社の航路を含む。）があれば、その

航路を図示し、運航事業者名及び航路名を明記すること。 

２．当該航路の起点、寄港地及び終点と連絡する他の交通手段があれば、それを図示し、その距離

及び需要状況を附記すること。 



10 

 

３．使用船舶（予備船を含む。）の明細
 

 

 

 

船 名 
 

 
船舶の 

種 類 

 

 
船 

質 

 

 
進水 

年月 

 

 
船 舶 

所有者 

 

 
総 

トン数 
 

 
貨物 

積載 

容積 

自動車航 

送に係る 

自動車積 

載面積 

旅客定員 

（等級別 

に記載す 

ること。) 

 
主機の 

種 類 

 

 
連続最  

大出力  

 

 
航海  

速力  

 

ぼうぜ２  旅客船  
軽  

合金  

平成

10 年

２月  

坊勢汽

船株式

会社  

19 

トン  
－  －  70 人  

ディー

ゼル  
1004KW 

28 

ﾉｯﾄ 

はるか  旅客船  
軽  

合金  

平成

13 年

６月  

輝観光  
19 

トン  
－  －  87 人  

ディー

ゼル  
942KW 

28 

ﾉｯﾄ 

クイーン

ぼうぜ  
旅客船  

軽  

合金  

平成

９年  

５月  

坊勢汽

船株式

会社  

173 

トン  
－  －  394 人  

ディー

ゼル  
2440KW 

22 

ﾉｯﾄ 

（注）予備船の船名は、かっこ書きすること。  

 

４．運航回数及び発着時刻表 

 (１ )使用船舶別の運航回数  

船     名  運 航 系 統 航 路 距 離 運 航 期 間 運 航 回 数 

ぼうぜ２  姫路～男鹿～奈座  22.1km 通年  3,520 回  

はるか 姫路～男鹿～奈座  22.1km 通年  3,840 回  

クイーンぼうぜ  姫路～男鹿～奈座  22.1km 通年  1,400 回  

計     8,760 回  

(注）１．予備船の船名は、かっこ書きとすること。 

２．運航系統の欄には、直行便、抜港便又は折返し便ごとに、それぞれの起点、寄港地、

終点、折返し地点を記載すること。 

３．航路距離の欄には、各運航系統ごとの距離を記載すること。 

 (２ )発着時刻表  
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様式第２－３（日本工業規格Ａ列４番） 

 

航 路 整 備 計 画 書 

 

令和３年●月●日 

 

航 路 名 姫路港～坊勢島航路   事業者名 坊勢輝汽船株式会社 

 

 

 

 

 

 

経 

 

営 

 

主 

 

体 

 

の 

 

整 

 

備 

 

 

 

 当該航路に平行又は近 

接する航路において旅客  

定期航路事業を営む者が 

ある場合には、当該旅客 

定期航路事業者との合併 

又は当該旅客定期航路事 

業の譲り受け等事業の集 

約を行うことの要否並び 

にその実施の方法及び予 

定期日 

令和２年４月１日に事業統合（１社化）済であり、現

状では該当しない。 

 

 当該航路に平行又は近 

接する航路において旅客  

定期航路事業を営む者が 

ある場合には、当該旅客 

定期航路事業者とする海 

上運送法（昭和24年法律 

第１８７号）第28条の協 

定等その他の調整の要否 

並びにその実施の方法及 

び予定期日  

令和２年４月１日に事業統合（１社化）済であり、現

状では該当しない。 

運

航

の

基

本

的

条

件

の

整

備  

年     度 令 和 ３ 年 度  令 和 ４ 年 度  令 和 ５ 年 度  

航

路 

起 点       姫 路  姫 路  姫 路  

主要な寄港地       男 鹿  男 鹿  男 鹿  

終 点       奈 座  奈 座  奈 座  

使

用

船

舶 

隻 数       ３  ３  ３  

総 ト ン数       ２ １ １  ２ １ １  ２ １ １  
新 たに取 得 する必 要 があ る
場 合 において要 する資 金 の
調達方法  

－  －  －  

運航回数の最小限          1 2回 ／ 日  1 2回 ／ 日  1 2回 ／ 日  

1Km当りの旅客運賃の最高限          4 5 .2 5円  4 5 .2 5円  4 5 .2 5円  

 

（注）離島航路運営費等補助金を受けようとする年度以降の３年分を記載すること。  
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令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、実質的には▲25,088 千円の純損失が見込

まれる。ただし、今後３か年の見込みを検討する際、令和２年度は異常値と考えられるため、過年度

実績を参考に▲18,048 千円の純損失として補正し、令和３年度以降の見込みを推計している。 
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様式第２-５（日本工業規格Ａ列４番） 

事業者名 坊勢輝汽船株式会社 
航 路 名 姫路港～坊勢島航路 

 
 

離島航路３カ年計画 
(令和３年度～令和５年度) 

 
 
１．国庫補助航路の経営改善に関する基本方針 

姫路港～坊勢島航路は、これまで２社で運航していたが令和２年４月１日より事業統合

（１社化）を行い、ダイヤの再編や手荷物運賃の対象拡大（有料化）等を進め、事業支出

の大幅な削減を図ってきた。 

当該航路の主な利用者については、坊勢島住民が約６割を占めており、坊勢島には幼稚

園、小・中学校、診療所、個人店舗はあるものの、高等学校や高度医療機関、商業施設が

立地しておらず、島民は通学や通院・通所、買物等の生活需要において当該航路を利用し

ており、坊勢島と姫路港を結ぶ唯一の公共交通手段であることから、本航路は島民にとっ

てなくてはならない生活の足となっている状況にある。 

また、同航路上の寄港地でもある男鹿島においても、公共施設、医療機関、買い物施設

等がまったく立地していないため、日常生活を送るためには、同航路を利用し、旧姫路市

側まで移動する必要があり、男鹿島の島民にとっても坊勢島と同様に本航路が必要不可欠

な生活な足となっている状況にある。 

そのため、当該航路を確保・維持することは島民の生活を守ることに直結し、当該航路

は生活交通手段として必要不可欠であると言える。 

しかし、少子高齢化や人口減少により利用者数は年々減少傾向にあり、今後、利用者拡

大に向けた取組みを推進していく予定であるが、人口減少に伴う利用者数の減少が見込ま

れる。 

また、運航事業者の坊勢輝汽船株式会社は零細企業であり、定期航路の安定的な運航に

必要な船員の確保をはじめ、船舶や燃料潤滑油の適切な維持・確保・更新に必要な資金の

確保など、経営上の課題を抱えている。 

こうした状況の下で、島民の生活に必要な定期航路の維持を図るべく、安全で安定的な

定期航路の運航に向け、航路経営の改善を図ることが喫緊の課題と認識し、その課題解決

に向けた収益拡大及び費用削減の両輪で進めていくことを基本方針とする。 

 

２．航路整備計画及び運航計画の改善に関する事項 

    （航路の再編、経営主体のあり方、使用船舶の代替、運航便数・ダイヤの変更等 

    項 目 内    容 

航路の再編 
 当該航路は姫路港～男鹿島～坊勢島を結ぶ航路であり、他の航路

による代替可能性も無いため、航路の再編予定は無い。 

経営主体のあり方 
 令和２年４月１日より事業統合（１社化）を行っており、坊勢輝

汽船株式会社１社による経営を継続することを前提とする。 
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使用船舶の代替 

 現在使用している船舶３隻は老朽化が進んでおり、将来的な代替

が望まれる。 

 しかし、現状では新造の費用捻出も困難であることから、空調設

備の更新等航路経営を維持する中で可能な範囲の更新を予定してい

る。 

 将来、老朽化の更なる進行に伴い代替新造が必要となることを念

頭に置きながら、その際には輸送需要や航路特性に見合った適切な

船舶規模や設備を備えた船舶の投入について検討することとする。 

運航便数・ダイヤ

の変更等 

 運航便数は今後も２４便／日（片道１２便／日）を前提とする。 

 運航ダイヤは利用者アンケート調査結果も踏まえ、運航便数を変

更することなく、朝・夕の混雑緩和等に向けた柔軟なダイヤ編成を

継続的に検討していくこととする。 

 

３．収入の増加・確保に関する事項(輸送量の拡大・確保、運賃改定等) 

    項 目 内    容 

輸送量の 

拡大・確保 

 当該航路の利用者は、坊勢島住民が６割を占めており、島民の人

口減少により利用者数の減少が見込まれる。 

 一方で、輸送量の拡大・確保に向けては、姫路市及び家島本島と

連携した周遊企画のほか、坊勢島独自の企画等、観光利用者の拡大

に向けた取組みを検討し、生活需要以外の余暇需要の拡大を図るこ

ととする。 

運賃改定等 

 令和２年４月１日の事業統合（１社化）により、ダイヤ再編や手

荷物運賃の対象拡大（有料化）を実施しており、直近では、現行運

賃の改定等を実施する予定は無い。 

 ただし、将来的に航路利用者（特に、島民利用者）の減少が拡大

し航路の確保・維持に影響が生じることが予見された段階で片道運

賃の値上げなど運賃改定を実施することとする。 

 

４．経費の節減に関する事項(船員費、燃料潤滑油費、船舶修繕費等の節減) 

    項 目 内    容 

船員費 

 現在、予備船員を含め５人／日で運航しているが、船員が慢性的

に不足していることから、安定的な運航に不安が生じている。 

 厳しい経営状況にはあるが、令和３年度以降１～２名の増員を図

り、より安定的な運航体制を確保していくこととする。 

燃料潤滑油費 

 当該航路の主力船舶は小型船２隻（はるか・ぼうぜ２）であるが

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、「密」を避けることが求め

られる状況において、航路利用者からは中型船（クイーンぼうぜ）

の運航を求める声が多数寄せられている状況である。 

 中型船の運航に伴い、燃料潤滑油費は増加が見込まれ、厳しい経
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営状況においては削減がより難しい状況となることが考えられる。 

 当該航路の時間帯別利用者動向等も考慮しながら、朝・夕等混雑

が予想される時間帯には中型船の運航を検討し、輸送需要に対して

柔軟な船舶の投入を検討することで燃料潤滑油費を最小限に抑制す

ることとする。 

 なお、燃料価格は、原油価格相場や為替レート等に依存するもの

であり、最適な仕入方法を検討するものの、計画的な削減は難しい

状況である。 

船舶修繕費等 

 船舶の老朽化や片道22.1ｋｍを運航する航路特性上、船舶修繕費

（船舶検査含む）は一定金額を想定しておく必要があり、近年の状

況から削減は困難と考えられる。 

 代替新造も難しい状況であることから、利用者の安全性を第一に

計画的なメンテナンスより最小限の修繕に抑制し、船舶修繕費の抑

制を図りつつ、本航路の運航を確保・維持することとする。 

 

５．関係機関等との連携に関する事項 

 （港湾施設等のインフラ整備、離島活性化方策との連携等） 

    項 目 内    容 

港湾施設等の 

インフラ整備 

 坊勢島（奈座港）の使用桟橋の一本化や中型船での男鹿島寄港時

の陸員確保に取り組む必要がある。 

 待合施設・環境は利用者満足度も高い水準にある。 

 今後、国・県・市とも緊密に連携しながら、各種支援制度を活用

するなど、利用者満足度を高めるため最小限の設備投資等を検討す

ることとする。 

離島 

活性化方策 

 家島本島では、様々な周遊企画等に取組まれており、観光客の誘

致等の成果が挙げられている。 

 坊勢島は海水浴客や釣り客などの利用者が多いが、家島本島と比

較して観光利用者誘致等は進んでいない状況にある。 

 今後、人口減少等に伴い生活需要は減少傾向が続くことが見込ま

れており、輸送量の拡大・確保と航路の確保・維持に向けて、家島

本島や姫路市中心部との周遊企画のほか、漁港や鮮度の高い魚介類

を活用した坊勢島独自の企画等を検討することで、を検討すること

で、余暇需要の拡大を図ることとする。 

 

６．今後引き続き検討すべき事項 

    項 目                  内        容 

その他 

収益拡大策 

クラウドファンディングや釣り大会・花火大会等の集客イベント

を坊勢島・男鹿島内で企画・開催するなど収入拡大・確保策につい

ても国・県・市及び各種団体と連携のうえ検討を進めていくことと

する。 
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離島航路３カ年計画による輸送量及び収支見込み 
 
１．輸送量の見込み 

         区 分 
 項 目 

現 状 
(令和２年度) 

初年度 
(令和３年度) 

２年度 
(令和４年度) 

３年度 
(令和５年度) 

 旅 客 
 

  人 226,810 221,794 217,008 211,946 

人キロ 5,012,501 4,901,647 4,795,877 4,684,007 

 自動車 
 

  台 ０ ０ ０ ０ 
台キロ ０ ０ ０ ０ 

 貨 物   トン 59.55 59.55 59.55 59.55 
２．収支の見込み                                                    (千円) 

         区  分 
 項 目 

現 状 
(令和２年度) 

初年度 
(令和３年度) 

２年度 
(令和４年度) 

３年度 
(令和５年度) 

 旅 客  運  賃 198,396 194,638 191,094 187,356 

 手 荷 物 運 賃 3,021 2,954 2,890 2,823 

 小 荷 物 運 賃 9,265 9,265 9,265 9,265 
 自動車航送運賃 0 0 0 0 
 貨  物  運  賃 0 0 0 0 
 郵便・信書便航送料 462 462 462 462 
 そ の 他 収 入 3,586 1,988 2,415 2,415 
   収   益   計 214,730 209,307 206,126 202,321 

 旅    客    費 1,834 0 0 0 
 手荷物  取扱費 0 0 0 0 
 小荷物  取扱費 0 0 0 0 
 自動車航送取扱費 0 0 0 0 
 貨    物    費 0 0 0 0 
 郵便・信書便取扱費        0 0 0 0 
 燃料潤滑油費        59,931 67,605 67,605 67,605 
 養  缶  水  費 0 0 0 0 
 港          費 782 782 782 782 
 雑          費 0 0 0 0 
 船    員    費 72,341 78,917 78,917 78,917 
 船 舶 備 品 費 801 1,301 1,301 1,301 
 船舶消耗品費        0 0 0 0 
 船 舶 修 繕 費 15,995 9,000 11,000 11,000 
 船  費  雑  費 130 130 130 130 
 保    険    料 9,106 9,106 9,106 9,106 
 税          金 157 157 157 157 
 利          子 0 0 0 0 
 減 価 償 却 費 0 0 0 0 
 賃借 (用船) 料 37,158 37,158 37,158 37,158 
 航路附属施設費       7 0 0 0 
 店          費 34,537 34,265 34,265 34,265 
   費   用   計 232,778 238,422 240,422 240,422 
   損        益 ▲18,048 ▲29,116 ▲34,296 ▲38,102 

   収   支   率 92.2％ 87.8％ 85.7％ 84.2％ 

令和２年度は輸送量・収支ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている。特に、収

支については実質的には▲25,088 千円の純損失が見込まれる。 

ただし、今後３か年の見込みを検討する際、令和２年度は異常値と考えられるため、過年度

実績を参考に▲18,048 千円の純損失として補正し、令和３年度以降の見込みを推計している。 
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離島航路第１表（日本工業規格Ａ列４番） 

 

航路の科目別（見込）数値等調査票 

 

（事業者名：坊勢輝汽船株式会社   航路名：姫路港～坊勢島航路） 

 

1．輸送量等実績見込 

 
 

項   目 

 

補助対象年度         

（令和３年度） 

  

 航路距離     （キロ）（小数点第2位） 22.1 

  

 キロ当たり賃率（円）旅 客 56.56円 

           （小数点第2位） 【2,500円／44.2km】 

 航行距離（㎞）※１（小数点第2位） 193,596 

          【22.1ｋｍ×24便×365日】 

 運 航 回 数                  ※１ 8,760 

 【片道12便×２方向（計24便）×365日】 

 旅客輸送人キロ        （小数点第2位） 4,901,647.40 

 【221,794人／年×22.1km】 

 旅客輸送人員         （人） ※２ 221,794 

 【令和３年度利用者数】 

 自動車航送取扱量 （台） ※３ － 

 （          ） 

 貨物取扱量         （トン）※４ 59.55 

 （          ） 

 燃料消費量         （•㍑） Ａ重油 － 

          ※５ （          ） 

              Ｃ重油 － 

 （          ） 

              軽 油 965,790 

 （          ） 
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２．使用船舶の概要 ※６ 

                                                                     

船   名 就航年月 総トン数 就航比率 月延べ船員数(人) 備考 

（主船）      

 ぼうぜ２ 平成 10年 

２月 
１９  １２０  

 はるか 平成 13年 

６月 
１９  １２０  

 クイーンぼうぜ 平成９年 

５月 
１７３  ３０  

（予備船）      

      

  ＊就航比率を使用しない場合は、「就航比率」欄は省略する。 

 

３．平成５年 10 月１日以降に当該航路に就航した船舶に係る経費等 
 

① 船名   ぼうぜ２    

② 船価        １７５,０００千円 ※７ 

③ 経費実績（見込） 

                              （単位：円） 

項   目 補 助 対 象 年 度  

船 舶 利 子          ０ 

減 価 償 却 費 ０ 

用 船 料          ９０５，５７３ 
 
① 船名   はるか     

② 船価        １２０,０００千円 ※７ 

③ 経費実績（見込） 

                              （単位：円） 

項   目 補 助 対 象 年 度  

船 舶 利 子          ０ 

減 価 償 却 費 ０ 

用 船 料          ９６８，０００ 
 
① 船名   クイーンぼうぜ 

② 船価        ４５０,０００千円 ※７ 

③ 経費実績（見込） 

                              （単位：円） 

項   目 補 助 対 象 年 度  

船 舶 利 子          ０ 

減 価 償 却 費 ０ 

用 船 料          １，２２２，９２７ 
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航路の科目別（見込）数値等調査票記載要領 

 

 

補助対象年度の見込数値等は、下記注意事項により算出する。 

 

 

記 

 

（※１） 離島航路第９表の航行距離及び運航回数とする。（運航雑収入となる他航路就航又は

回航等は除く。） 

（※２） 離島航路第１０表の輸送人員とする。 

（※３） 離島航路第１１表の取扱数量とする。 

（※４） 離島航路第１２表の取扱数量とする。 

（※５） 離島航路第１６表の主燃料（Ａ、Ｃ、軽油）の年間消費量とする。ただし、就航比率

が１未満のものに関しては、第１６表の船舶ごとに就航比率を加味した本航路分担消費

量とする。 

（※６） 当該年度中に代替建造等により就航する予定船舶についても記入する。 

月延べ船員数欄には、月間の運航日数が１５日以上ある使用船舶の法定乗組定員数（船

員法第 69 条に定める定員とする。）を当該船舶の稼働月数を基に月延べ換算した人数

とする。 

（注．常時 10人以上の船員を使用する事業者については、船員法 97 条により届出た就

業規則に記載された定員数とし、それ以外の事業者については、船員法 69 条に基

づく定員として事業者が申出た船員数と船舶検査証書の船員数のどちらか少ない

数とする。）－（別紙）「月延べ船員数の算出根拠」により算出する。 

総トン数欄には、当該航路に就航する船舶の総トン数を、就航比率欄には、離島航路

第２表「各科目分担率（見込）一覧表」から転記すること。なお、当期中に新船が就航

した場合は、備考欄に就航年月日を記載すること。 

（※７） 船舶の建造総船価とする。ただし、補助金等により建造を行った場合は、船価圧縮後の

簿価とする。 

（※８）交付要綱様式２－２運航計画書に記載した運航回数とする（運航雑収入となる他航路就

航又は回航等は除く。）。 

（※９） 航路距離等の計算方法 

－（別添）「国庫補助対象航路の運賃等調査表」により算出する。
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（別紙） 

 

 

月延べ船員数の算出根拠 

 

 

 

１．雇用船員数         １１人 

 

 

① 常時 10人以上の船員を使用する事業者の場合 

 
 

船       名 
 

船員法第97条により届け出られた就業規則に 

記載された定員数 

ぼうぜ２ ２人 

はるか ２人 

クイーンぼうぜ ３人 

 人 

                                                           （協議会で確認） 

 

② 常時 10人未満の船員を使用する事業者の場合 

 

船      名 船員法第69条に定める定員 船舶検査証書の船員数 

 人 人 

 人 人 

 人 人 

 人 人 

                                                           （船舶検査証書で確認） 

 

２．月延べ船員数 

 

船      名 適用船員数 月延べ船員数 

運航船舶３隻 

（ぼうぜ２・はるか・クイーンぼうぜ） 

８人 ２４０人 

予備人員 １人 ３０人 

交代要員（翌日運航人員） ２人 ６０人 

計 １１人 ３３０人 



21 

 

（別添） 

 

国庫補助対象航路の運賃等調査表                  

 

○ 旅客運賃 

旅 客･･････２等運賃 

 
 

１ 

（姫路） 
 

 

 
Ａ．距離（キロ）    15.5 
Ｂ．運賃（円）旅 客  1,000 
        

Ｃ．見込輸送人員（人） 15,969 

（7.2％） 

 
 

２ 
（男鹿） 

 

 
 
 
 

 

 
Ｄ．距離（キロ）    22.1 
Ｅ．運賃（円）旅 客  1,000  

Ｆ．見込輸送人員（人） 205,160 

（92.5％） 

 
Ｇ．距離（キロ）     6.6 
Ｈ．運賃（円）旅 客   500  

Ｉ．見込輸送人員（人）  665 

（0.3％） 

 
 

３ 
（奈座） 

 

 
 
 
 
 

   （注）1．当期中に運賃改定を予定している場合、改訂の前後における輸送量比で按分した賃率とする。 

       （旅客…輸送人キロ比） 

      2．増便区間の増便分見込輸送人員を（ ）にて内書きすること。 

 

 

※運賃等調査表による航路距離等の算出方法 
 

    Ⅰ 航路距離      
航行距離 

運航回数×２ 

（小数点第２位）   ※８ 
 

                             

    Ⅱ キロ当り賃率 
Ｂ＋Ｅ＋Ｈ 

Ａ＋Ｄ＋Ｇ 

（小数点第２位） 

 

Ⅲ 輸送（見込）人キロ   ＡＣ＋ＤＦ＋ＧＩ 

（小数点第２位） 

※増便分は、増便分の見込輸送人員に距離を乗じて算出する。
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離島航路第９表

　　～　航路

姫路～奈座
22.1Km 　　～

　　　　　Km
　　～
　　　　　Km

計 　　～
　　　　　Km

　　～
　　　　　Km

計 　　～
　　　　　Km

回　数 3,520 3,520 0.0 3,520

延キロ 77,792 77,792 0.0 77,792

回　数 3,840 3,840 0.0 3,840

延キロ 84,864 84,864 0.0 84,864

回　数 1,400 1,400 0.0 1,400

延キロ 30,940 30,940 0.0 30,940

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 0.0 0.0 0.0

延キロ 0.0 0.0 0.0

回　数 8,760 0.0 0.0 8,760 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,760.0

延キロ 193,596 0.0 0.0 193,596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193,596.0

 （注）船舶は予備船を含む全使用船舶について記入すること。ただし、本航路に関係ある港に寄港しない航路および船舶については本表に記入しないこと。

       また、実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

使 用 船 舶 の 各 航 路 別 運 航 状 況 調

回　　航

～
合　　　計

姫路港～坊勢島航路 　　　　　　　　～　　　　　航　路

合　　　　 計

ぼうぜ２

はるか

クイーンぼうぜ
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離島航路第１０表

本 航 路 輸 送 人 員
及 び 運 賃 収 入

備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

輸送人員 59,560.0

運賃収入 72,577,000.0

輸送人員

運賃収入

輸送人員 84,967.0

運賃収入 27,908,000

輸送人員

運賃収入

輸送人員 77,267.0

運賃収入 94,153,000.0

輸送人員 221,794.0

運賃収入 194,638,000

 （注） 実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

回　数　券

計

旅 客 輸 送 人 員 及 び 運 賃 収 入 報 告　（ 見 込 ）

普　通　券
（　片　道　券　）

普　通　券
（　往　復　券　）

定　期　券

団　体　券

種 別

区 分
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離島航路第１２表

姫路 計

数量(トン) 47.19 47.19

運賃収入 9,265,000 9,265,000

数量(トン) 12.36 12.36

運賃収入 462,000 462,000

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 0.00

運賃収入 0

数量(トン) 59.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.55

運賃収入 9,727,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,727,000

 （注）本航路における臨時運航による収入は本表に計上すること。
 　　　また、 実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

合　　　 計

貨 物 輸 送 量 及 び 運 賃 収 入 調　（　見　込　）

男鹿・奈座
（小荷物）

男鹿・奈座
（郵便・信書）

着港名
区

発港名
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離島航路第１６表 　

消費量 消費量 金　　額

ぼうぜ２ 354,780 24,834,600 1.000

はるか 315,360 22,075,200 1.000

クイーンぼうぜ 295,650 20,695,500 1.000

合　　計 965,790 67,605,300 0 0 0

本 航 路 本 航 路

354,780 354,780

315,360 315,360

295,650 295,650

965,790 965,790

　（注）１．本表には回航用燃料も包含して記入すること。

　　　　２．本航路分担率は就航比率による。

　　　　３．実施要領２．（２）①に係る申請をする場合は、（　）にて増便分を内書きすること。

　　　　４．３．の増便分は、増便分の就航比率による。

354,7800

金　　額

24,834,600

22,075,200

20,695,500

0

0

0

67,605,300

全 航 路

合　　　計

0

本 航 路

　　　燃　　料　　潤　　滑　　油　　費　　内　　訳　（　見　込　）

主　　燃　　料

本航路
分担率

年　間
消費量

補　　　　　　　　　　　　助　　　　　　　　　　　　油

金　　額

本　航　路
分　担　額

合　　　計

消費量金　　額 消費量

315,360

295,650

965,790

金　　　額

24,834,600

22,075,200

0

20,695,500

0

0

0

315,360

295,650

67,605,300

金　　額

965,790

軽　　　油

本 航 路

0

0

0

全 航 路

354,780

0

0

Ｃ　重　油

全 航 路

0

0

0

全 航 路

0

Ａ　重　油

0

合　　計

1.000

1.000

1.000

0 0

　

＜本航路分担消費量＞

船　　名

ぼうぜ２

はるか

クイーンぼうぜ

本航路
分担率

　

船 名

種 類


